
　信頼と安心のもとに住宅を供給できるよう、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に 
関する法律」が施行され、新築住宅を引き渡す場合、保険加入又は供託のいずれかの対 
応が必要となります。 
 

￥77,520 

￥83,000 

￥87,210 

￥75,000 

￥75,350 

￥70,900

￥65,720 

￥68,740 

￥78,830 

￥68,300 

￥67,760 

￥61,400

￥1,003,050 
（戸当たり：50,153） 

￥1,035,050 
（戸当たり：51,753） 

￥1,076,900 
（戸当たり：53,845） 

￥1,002,500 
（戸当たり：50,125） 

￥914,490 
（戸当たり：45,725） 

￥930,000 
（戸当たり：46,500） 

￥787,050 
（戸当たり：39,353） 

￥879,050 
（戸当たり：43,953） 

￥862,700 
（戸当たり：43,135） 

￥794,500 
（戸当たり：39,725） 

￥784,690 
（戸当たり：39,235） 

￥776,000 
（戸当たり：38,800） 

￥25,200 
（新規） 

 ￥9,450 
（新規） 

無し 

 ￥4,725 
（新規） 

無し 

無し 

一定の要件（戸数や事業者数等）を満たす団体に所属する事業者への割引等のメニューも 
用意してあります。詳細は、各保険法人にお問い合わせください。 

（株）住宅あんしん保証 
‡03－3516－6333 
http://www. j-anshin.co.jp/ 

（財）住宅保証機構 
‡03－3584－6631 
http://www.how.or.jp/ 

たてもの（株） 
‡03－3500－4770 
http://www.nais-th.co.jp/ 

（株）日本住宅保証検査機構 
‡03－3635－3655 
http://www. jio-kensa.co.jp/ 

（株）ハウスジーメン 
‡03－5408－8486 
http://www.house-gmen.com/  

ハウスプラス住宅保証（株） 
‡03－5777－1835 
http://www.houseplus.co.jp/
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※ 平成22年3月31日までの申込住宅は、非破壊検査等を行い着工後・完成後でも保険加入が可能です。 
　 保険料等は通常よりも高くなります。 


